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NEWS RELEASE 
25-D-1419 

2026 年 1 月 19 日 

 
株式会社日本格付研究所（JCR）は、以下のとおり 

クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク評価のレビュー結果を公表します。 

 

日本国 

クライメート・ トランジション・ ボンド・ フレームワーク 据 置  

＜クライメート・トランジション・ボンド・ガイドライン適合性確認結果＞ 

本フレームワークはクライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインに適合する。 

 
 

 

発行体 日本国 

評価対象 
日本国 
クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク 

 

評価 の概 要  

▶▶▶1. レビューの位置づけ 

JCR は、2023 年 11 月 7 日に、日本政府が策定したクライメート・トランジション・ボンド・フ
レームワーク（本フレームワーク）に対して、クライメート・トランジション・ボンド・フレーム
ワーク評価結果として総合評価“Green 1(T)(F)”を付与しており、2025 年 6 月に、第 7 次エネルギー
基本計画、地球温暖化対策計画及び GX2040 ビジョンの策定や、日本政府が資金使途の追加を行う
等により本フレームワークを更新したことを受けてレビュー評価を付与している。今回のレビュー
は、2025 年 11 月に ICMA が公表したクライメート・トランジション・ファイナンスに関する新た
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なガイドライン（Climate Transition Bond Guidelines1）（CTBG）への準拠状況を確認するために行う
ものであるが、引き続き「グリーンボンド原則2」及び「グリーンボンドガイドライン3」、クライメ
ート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック4及びクライメート・トランジション・ファイ
ナンスに関する基本指針5（以上を総称して CTFＨ等）に適合しているか否かの評価を合わせて行う
こととする。 

 

▶▶▶2. 日本のトランジション戦略の概要について 

日本政府は、パリ協定に定める目標（世界全体の気温上昇を２℃より十分下回るよう、さらに 1.5℃
までに制限する努力を継続）等を踏まえ、2020 年 10 月、「2050 年カーボンニュートラル」を宣言
し、翌年の地球温暖化対策推進法の改正により法定化した。2021 年 4 月には、2050 年カーボンニ
ュートラルに向かうための中間目標として、2030 年度において GHG46％削減（2013 年度比）を目
指すこと、さらに 50％の高みに向けて挑戦を続けることを表明した。また、2025 年 2 月には、地
球温暖化対策計画の改定を行い、2035 年度及び 2040 年度の目標について、それぞれ 2013 年度比
で 60%、73%削減することを目指すことを記載した。これらの目標は日本の NDC（国が決定する貢
献）として国連気候変動枠組条約事務局に提出されている。 

日本の GHG 排出量の９割弱は、エネルギー起源 CO2 である。このことから、NDC で定められた
各年度の目標達成には、国のエネルギー基本計画及び同エネルギーミックスを踏まえた産業・業務・
運輸・家庭部門の脱炭素の具体的施策の着実な実行が重要である。日本政府は、2021 年 10 月に閣
議決定した第６次エネルギー基本計画において、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・
社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する「グリーントランスフォーメーション（GX）」を打
ち出した。2022 年より内閣総理大臣を議長とし、官民学の有識者を構成員とする GX 実行会議を開
催し、2023 年には「GX 実現に向けた基本方針」をとりまとめた。さらに、GX 推進法、GX 脱炭素
電源法が同年に成立し、「成長志向型カーボンプライシング構想」に向けた取組の推進体制が確立し
た。また、一連の政策実行に向けた具体的な戦略として、「GX 推進戦略」を GX 推進法に基づき 2023
年 7 月に閣議決定している。また、2025 年 2 月に「第 7 次エネルギー基本計画」を閣議決定すると
ともに、GX 推進戦略を改訂する形で「GX2040 ビジョン」を策定している。 

日本政府が行う具体的な取組としては、徹底した省エネルギー、製造業の燃料転換などを進める
とともに、再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、脱炭素効果の高い電源
の最大限活用が記載されている。 

▶▶▶3.  トランジション戦略に係る妥当性(CTFH 等との適合性評価の概要)  

—————————————— 
1 International Capital Market Association (ICMA) " Climate Transition Bond Guidelines 2025" 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/climate-transition-finance-handbook/ 
2 International Capital Market Association (ICMA) "Green Bond Principles 2025" 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/ 
3 環境省 「グリーンボンドガイドライン 2024 年版」 

https://www.env.go.jp/content/000062348.pdf 
4 International Capital Market Association (ICMA) “Climate Transition Finance Handbook 2025” 

https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/climate-transition-finance-handbook/ 
5 金融庁・経済産業省・環境省「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針 2025 年版」 

https://www.meti.go.jp/policy/energy_environment/global_warming/transition/basic_guidelines_on_climate_transition_finance_jp
n_2025.pdf 
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日本政府のトランジション戦略ならびに具体的な方針は、CTFＨ等の 4 要素を満たしている。ま
た、日本政府のトランジション戦略は、2050 年カーボンニュートラルの実現及び中間マイルストー
ンである 2030 年度、2035 年度及び 2040 年度の目標（2013 年度比 46％、60%、73%の削減）達成
のため、10 年間で官民合わせて 150 兆円の投資を呼び込む計画であること、政府がこれに先んじて
本フレームワークに定めた投資を実行することで GX 投資を喚起することなどから、従来通りの枠
組み（Business As Usual）を超えた取組が必要であり、高い野心度のある戦略であると JCR は評価
している。 

また、日本政府の目標は、パリ協定の目標（２℃を十分に下回り、1.5℃の高みを目指す）に整合
的な目標として設定されている。他国の目標値と基準年をそろえて比較した場合にも相対的な野心
度を有した水準であると JCR は評価している。 

▶▶▶4.  クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク評価の概要 

今般の評価対象は、日本が GX 経済移行債により調達する資金を、環境改善効果を有する使途に
限定するために定めたクライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク（本フレームワー
ク）である。JCR では、本フレームワークが「グリーンボンド原則」及び「グリーンボンドガイド
ライン」及び CTFH 等に適合しているか否かの評価を行う。これらは原則またはガイドラインであ
って法的な裏付けを持つ規制ではないが、現時点において国内外の統一された基準として当該原則
及びガイドラインを参照して JCR では評価を行う。合わせて、2025 年 11 月に ICMA が公表したク
ライメート・トランジション・ファイナンスに関する新たなガイドライン（Climate Transition Bond 
Guidelines）（CTBG）への適合性を確認するためにも行う。 

また、日本政府が本フレームワークで定めた資金使途、プロジェクトの選定プロセス、資金管理
の体制、レポーティングについて前回評価時から本質的な変更がなく適切に設定されていることを
JCR は確認した。以上より、JCR は日本政府における管理運営体制が確立されており、引き続き高
い透明性を有すると評価している。 

また、本フレームワークにおける内容は CTBG に記載されている 4 項目（資金使途、資金使途の
選定基準とプロセス、資金管理、レポーティング）を満たしていることを確認し、併せて、資金使
途においてクライメート・トランジション・ボンドとして求められたセーフガードの内容について
も満たしていることを確認した。 

この結果、本フレームワークについて、JCR グリーンファイナンス評価手法に基づき、「グリーン
/トランジション性評価（資金使途）」を“gt1(F)”、「管理・運営・透明性評価」を“m1(F)”とし、「JCR
クライメート・トランジション・ボンド・フレームワーク評価」を“Green 1(T)(F)”とした。また、本
フレームワークは「グリーンボンド原則」、「グリーンボンドガイドライン」、CTFH 及び CTBG 等に
おいて求められる項目について引き続き基準を満たしていると JCR は評価している。 
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レビュー事 項  

本項では、フレームワークのレビューにおいて確認すべき項目を記載する。レビューでは前回評
価時点と比較して、内容が変化している項目について重点的に確認を行う。 

1. クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等との適合性について 

発行体のトランジション戦略について、変更後も引き続きクライメート・トランジション・ファ
イナンス・ハンドブック等に適合しているか。 

2. 調達資金の使途 

クライメート・トランジション・ファイナンスの適格クライテリアの分類や資金使途について、
変更後も引き続きグリーン/トランジション性を有しているか。 

3. 資金使途の選定基準とプロセス 

クライメート・トランジション・ファイナンスを通じて実現しようとする目標、グリーン/トラン
ジションプロジェクトの選定基準とそのプロセスの妥当性及び一連のプロセスについて引き続き
適切であるか。 

4. 調達資金の管理 

クライメート・トランジション・ファイナンスによって調達された資金が、確実にグリーン/トラ
ンジションプロジェクトに充当され、その充当状況が容易に追跡管理できるような仕組みと内部体
制が引き続き適切に整備されているか。 

5. レポーティング 

クライメート・トランジション・ファイナンスに係る資金充当状況レポーティング及びインパク
トレポーティングが、クライメート・トランジション・ファイナンス評価付与時点において発行体
が定めた方法でフレームワーク変更後も適切に開示される体制が整備されているか。 

6. 組織の環境問題への取り組み 

組織がサステナビリティについて、引き続き優先度の高い重要課題と位置付けているか。 

7. クライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインとの適合性について 

本フレームワークの内容について、クライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインに適
合しているか。 
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レビュー内 容  

1. クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等との適合性について 

1-1. 日本の経済政策とトランジション戦略 

＜概要・政治・社会情勢＞ 

日本は、ユーラシア大陸東端の極東・東アジアの沿岸沖、また太平洋北西の沿海部に位置し、全
体として弧状列島を形成している。日本の国土は、総面積が約 37.8 万 km2 で世界第 62 位であるが、
うち約 70％は山岳地帯であり、約 67％が森林である。 

日本は地震や台風等の自然災害が世界の中でも多い国である。日本の国土面積は、全世界の約
0.29％に過ぎない一方で、世界の活火山の 7.1％が日本にあること、活断層が多く存在することなど
から、全世界で起こったマグニチュード 6 以上の地震の 18.5％が日本で起きている。日本では従来
気候変動や地震に対する国土強靭化を図ってきたが、震災及び近年激甚化する風水災害等によって
多くの被害が出ており、気候変動への緩和・適応両面からのさらなる対策は喫緊の最重要課題とな
っている。 

図 1：各災害時における停電戸数と解消までにかかった時間6 

 

—————————————— 
6 出典：資源エネルギー庁ウェブサイト https://www.enecho.meti.go.jp/about/special/johoteikyo/blackout.html 
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日本の 2023 年における GDP は、米国、中国、ドイツに次いで 4 位となっている。その背景には
国際的な競争力を有する製造業を多数有している背景がある。2023 年版ものづくり白書によれば、
2020 年における主要な製造品目は 825 個に上り、うち世界シェア 60％以上の品目数は 220 個と、
米国（99 個）、欧州（50 個）、中国（45 個）と比較すると圧倒的に多い。その約 7 割は、エレクト
ロニクス系や自動車等の部素材であり、日本の製造業の強みとなっている。 

製造業が盛んな日本の GHG 排出総量は 2023 年度時点で 10 億 7,100 万 t-CO2e で、世界で 7 番目
に多い7ものの、2013 年度比では 2023 年度実績で約 23.3％の削減となっている。 そのうち、CO2

排出総量は 9 億 8,900 万 t-CO2 で、排出源のうちエネルギー起源が 93.2％となっている。その部門
別の内訳をみると、電力・ガス・石油等のエネルギー転換部門が 40.1％、産業部門が 24.7％、運輸
部門が 18.5％、業務その他部門が 5.1％、家庭部門が 4.7％となっている（図 2）。 

図 2：部門別 CO2 排出量の内訳（2023 年度）8 

 
日本では 1960-70 年代の高度経済成長期に公害問題が深刻化し、大気汚染防止のための施策が多

く講じられたことを契機として環境分野に先進的に取り組んできた。1997 年、京都で開催された地
球温暖化防止京都会議（COP3）では、CO2、メタン、一酸化二窒素（亜酸化窒素)、ハイドロフルオ
ロカーボン（HFC）、パーフルオロカーボン（PFC）及び六ふっ化硫黄（SF6）の 6 種類の GHG につ
いて、先進国の排出削減について法的拘束力のある数値目標などが定められ、「京都議定書」として
採択された。2023 年 5 月に開催された G7 広島サミットのなかで、議長国として開催した「G7 札
幌気候・エネルギー・環境大臣会合」では、パリ協定の精神を踏まえ、産業革命以来の化石燃料中
心の経済・社会、産業構造をクリーンエネルギー中心に移行させ、さらに、炭素中立、循環経済、
自然再興を統合的に実現するため、経済社会システム全体の変革であるグリーントランスフォーメ
ーション（GX）のグローバルな推進等について議論された。世界全体で気候変動対策を加速させ、
世界の気温上昇を 1.5℃未満に抑える高みを目指すことが示された合意文書の取りまとめを行うな
ど、日本政府は国際社会における脱炭素の取組を、確固たる技術と新たな技術の意欲的開発推進に
より、積極的にリードしている。 

—————————————— 
7 Emissions Database for Global Atmospheric Research(EDGAR) "Emissions Database for Global Atmospheric Research"による

2022 年のデータより 
8環境省「2023 年度の温室効果ガス排出・吸収量（詳細）」より JCR 作成 
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また、日本と同じく化石燃料への依存度が高いアジア諸国へのトランジション普及についても、
アジア・ゼロ・エミッション共同体（AZEC）を通じ、アジアとの連携をより深めることを表明して
いる。特に、「アジア・エネルギー・トランジション・イニシアティブ」（AETI）において、民間金
融機関主導のアジア・トランジション・ファイナンス・スタディ・グループ（ATF SG）の取組を軸
に、脱炭素ロードマップの策定支援や移行技術リストの作成等による投資環境の整備や、経済産業
省がアジア開発銀行（ADB）及び東アジア・アセアン経済研究センター（ERIA）と締結した協力覚
書に基づく協力体制の構築等の政府当局・国際機関との協働、エネルギー移行部門人材の育成支援
等を進めることで、移行技術・プロジェクトへの資金供給を加速し、トランジション・ファイナン
スをアジアで確立することを目指している。 

 

＜地球温暖化対策計画＞ 

日本政府は、2021 年 3 月に改定した地球温暖化対策推進法の中で、パリ協定に定める目標（世界
全体の気温上昇を２℃より十分下回るよう、さらに、1.5℃までに制限する努力を継続）を踏まえ、
2050 年までの脱炭素社会の実現、環境・経済・社会の統合的向上、国民を始めとした関係者の密接
な連携等を、地球温暖化対策を推進する上での基本理念として規定した。同法改正を踏まえ、2021
年 10 月に改定された地球温暖化対策計画において、中間目標として、2030 年度において GHG を
2013 年度から 46％削減するという目標が表明されたほか、50％の高みに向け、挑戦を続けること
も付言された。 

2025 年 2 月には、上記地球温暖化対策計画について改定を行い、2035 年度及び 2040 年度の目
標を設定した。それによれば、2035 年度及び 2040 年度に GHG を 2013 年度と比較して 60%、73%
それぞれ減少させることを目標として設定している。なお、現在の日本の GHG 排出量の推移は、
図 3・図 4 の通りである。2023 年度の GHG 排出総量は 10 億 7,100 万 t-CO2e と、2013 年度の排出
総量（13 億 9,500 万 t-CO2e）に比して約 23.3％（3 億 2,440 万 t-CO2e）の減少となっている。 

 

図 3：日本の GHG 排出総量の推移9 

—————————————— 
9 出典：環境省「2023 年度の温室効果ガス排出・吸収量（詳細）」 
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図 4：日本の CO2 排出量部門別推移10 

地球温暖化対策計画では、GHG 別及びエネルギー起源 CO2 については部門別の 2030 年度及び
2040 年度の削減目標が設定されている（図 5）。本計画においては、各排出源または部門別目標に
ついて、国、地方公共団体による実施が期待される施策例等も具体的な削減数値見込みと共に規定
されている。 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

図 5：GHG 別その他の区分ごとの目標・目安11 

—————————————— 
10 出典：環境省「2023 年度の温室効果ガス排出・吸収量（詳細）」 
11 出典：令和 7 年 2 月 18 日閣議決定「地球温暖化対策計画」https://www.env.go.jp/earth/ondanka/keikaku/250218.html 



 

 
10/53 

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.  
 

＜GX2040 ビジョン（脱炭素成長型経済構造移行推進戦略 改訂）＞ 

図 5 で示した通り、日本の GHG 排出総量の 9 割弱は、エネルギー起源 CO2 である。このことか
ら、目標とする各年度の目標達成には、国のエネルギー基本計画及び同エネルギーミックスを踏ま
えた産業・業務・運輸・家庭部門の脱炭素の具体的施策の着実な実行が重要である。日本政府は、
2021 年 10 月に閣議決定した第 6 次エネルギー基本計画において、産業革命以来の化石エネルギー
中心の産業構造・社会構造をクリーンエネルギー中心へ転換する「グリーントランスフォーメーシ
ョン（GX）」を打ち出した。2022 年より内閣総理大臣を議長とし、官民学の有識者を構成員とする
GX 実行会議を開催し、2023 年には「GX 実現に向けた基本方針」をとりまとめた。さらに、GX 推
進法、GX 脱炭素電源法が同年に成立し、「成長志向型カーボンプライシング構想」に向けた取組の
推進体制が確立した。また、一連の政策実行に向けた具体的な戦略として、「GX 推進戦略」を GX
推進法に基づき 2023 年 7 月に閣議決定している。 

2025 年 2 月に閣議決定された第 7 次エネルギー基本計画では、第 6 次エネルギー基本計画から
の状況変化としてロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化による経済安全保障上の要請
の高まり、上記の GX やデジタルトランスフォーメーション（DX）による電力消費量の増加等を挙
げている。脱炭素電源を国際的に遜色ない価格で確保できるかが日本の産業競争力に直結するとし、
エネルギー安定供給と脱炭素を両立する観点から、特定の電源や燃料源に過度に依存しないようバ
ランスのとれた電源構成を目指し、再生可能エネルギー、原子力などエネルギー安全保障に寄与し、
脱炭素効果の高い電源を最大限活用することを目指すことを記載している。 

また GX 推進法についても、排出量取引制度の法定化、化石燃料賦課金の徴収に係る措置の具体
化、GX 分野への財政支援の整備を盛り込んだ改正法が 2025 年 5 月に成立した。さらに、GX 推進
戦略についても上記の国際情勢の緊迫化や GX・DX の進展に伴う電力需要増加の可能性を織り込み、
2025 年 2 月に「GX2040 ビジョン」として改訂を行っている。 

表 1：GX2040 ビジョンの概要12 
1. GX2040 ビジョンの全体像 
ロシアによるウクライナ侵略や中東情勢の緊迫化の影響、DX の進展や電化による電力需要の増加の影響など、将来見通
しに対する不確実性が高まる中、GX に向けた投資の予見可能性を高めるため、より長期的な方向性を示す。 
2. GX 産業構造 5.GX を加速させるための個別分野の取組 
・ ①革新技術をいかした新たな GX 事業が次々と生ま
れ、②フルセットのサプライチェーンが、脱炭素エネル
ギーの利用や DX によって高度化された産業構造の実現
を目指す。 

・上記を実現すべく、イノベーションの社会実装、GX 産
業につながる市場創造、中堅・中小企業の GX 等を推進
する。 

・個別分野（エネルギー、産業、くらし等）について、
分野別投資戦略、エネルギー基本計画等に基づき GX の
取組を加速する。 

・再生材の供給・利活用により、排出削減に効果を発揮。
成長志向型の資源自律経済の確立に向け、2025 年通常国
会で資源有効利用促進法改正案提出を予定。 

3. GX 産業立地 6. 成長志向型カーボンプライシング構想 
・今後は、脱炭素電力等のクリーンエネルギーを利用し
た製品・サービスが付加価値を生む GX 産業が成長をけ
ん引。 

・クリーンエネルギーの地域偏在性を踏まえ、効率的、
効果的に「新たな産業用地の整備」と「脱炭素電源の整
備」を進め、地方創生と経済成長につなげていくことを
目指す。 

2025 年通常国会で GX 推進法改正案提出を予定。 

・排出量取引制度の本格稼働（2026 年度～） 

➢ 一定の排出規模以上(直接排出 10 万トン)の企業は
業種等問わずに一律に参加義務。 

➢ 業種特性等を考慮し対象事業者に排出枠を無償割
当て。 

➢ 排出枠の上下限価格を設定し予見可能性を確保。 

—————————————— 
12 経済産業省開示資料より JCR が要約・作成 
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・化石燃料賦課金の導入（2028 年度～） 

➢ 円滑かつ確実に導入・執行するための所要の措置
を整備。 

4. 現実的なトランジションの重要性と世界の脱炭素化へ
の貢献 

7. 公正な移行 

・2050 年 CN に向けた取組を各国とも協調しながら進め
つつ、現実的なトランジションを追求する必要。 

・AZEC 等の取組を通じ、世界各国の脱炭素化に貢献。 

・GX を推進する上で、公正な移行の観点から、新たに生
まれる産業への労働移動等、必要な取組を進める。 

8. GX に関する政策の実行状況の進捗と見直しについて 
・今後も GX 実行会議を始め適切な場で進捗状況の報告を行い、必要に応じた見直し等を効果的に行っていく。 

 

改訂された GX2040 ビジョンでは、第 7 次エネルギー基本計画も踏まえ、将来の見通しに対する
不確実性が高まる中、GX に向けた投資の予見可能性を高めるため、より長期的な方向性を示すこ
とが記載されたほか、「公正な移行」についても章を設けて記載が行われている。 

GX2040 ビジョンでは、排出量取引の本格的な制度設計などカーボンプライシングの具体化、希
少資源の確保など安全保障にも資する「サーキュラーエコノミー」市場の制度設計などが盛り込ま
れている。また、GX 分野の投資を通じて革新技術を生かした新規の GX 事業の創出や素材から製品
までのサプライチェーンを、脱炭素エネルギーの利用や DX の利用による高度化によって構築する
という、産業分野の取り組みが重点的に記載されている。また、産業立地に関して地域的に偏在す
る再生可能エネルギーや原子力といった脱炭素エネルギーの活用を見据えた取り組みを行うなど、
地方創生と経済成長をつなげることも目的とされている。GX2040 ビジョンでは、GX 産業への転換
が求められるタイミングで、効率的・効果的にスピード感をもって、「新たな産業用地の整備」と「脱
炭素電源の整備」を進め、今後の地方創生と経済成長を目指すこととしている。 

さらに、中堅・中小企業の GX を後押しすることで、社会全体で GX を推進しつつ、中堅・中小企
業の成長を後押しする必要も記載されており、簡易にエネルギー消費量や排出量の算定・見える化
の支援や、省エネ等を促進する設備導入支援、GX に資する革新的な製品・サービスの開発の支援、
金融機関や支援機関等が連携してサポートする、地域におけるプッシュ型の支援体制の構築を進め
ることとしている。加えて、アジアの視点も加えたルール形成及び世界の脱炭素化へ貢献していく
ため、例えばトランジション・ファイナンスのアジアへの普及拡大に取り組むことが明記されてい
る。 
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図 6：GX 政策のロードマップ全体像13 

—————————————— 
13 出典：本フレームワーク 
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なお、GX 推進戦略に記載されていた徹底した省エネルギーの推進や再生可能エネルギーと原子
力の活用といった取り組みについても引き続き取組が行われる。脱炭素エネルギーとして再生可能
エネルギーと原子力について共に最大限活用することが重要と強調されているほか、脱炭素社会実
現に不足する部分を原子力の活用や、水素・アンモニア・合成燃料・合成メタンやなどの次世代ク
リーリーンエネルギーの商用化、資源循環等その他の重要事項に関する施策が含まれている。これ
らは全て技術的根拠に基づいた施策となっており、2023 年、2030 年、2040 年、2050 年までのそれ
ぞれの断面で想定される技術の組み合わせが全 22 分類について「道行き」としてまとめられた。ま
た、日本政府は「道行き」について、2023 年 12 月に大括り等を行い、重点分野について、GX 経
済移行債を活用した GX の方向性と投資促進策等を取りまとめて「分野別投資戦略」として公表し
ている。「分野別投資戦略」では、国内に GX 市場を確立し、サプライチェーンを GX 型に革新する
ことを目的として、「道行き」に定められた施策の具体的プロジェクト及び先行 5 か年アクション・
プランについて取りまとめている。なお、「分野別投資戦略」は、有識者を招聘した専門家ワーキン
ググループにおいて分野別に CO2 削減効果、経済合理性、社会実装の蓋然性などについて討議し
たうえで、内閣総理大臣が議長を務める GX 実行会議で策定されている。 

なお、「道行き」及び道行きの大括り等を行った「分野別投資戦略」は、日本政府が策定したセク
ター別の技術ロードマップ（「分野別技術ロードマップ」）と整合している。分野別技術ロードマッ
プは、鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント、自動車等の 10 分野の CO2 排出量が
相対的に大きな業種を対象として、2021 年度より順次策定された。各分野が 2050 年カーボンニュ
ートラル実現に向けてどのような低炭素・脱炭素技術で既存の技術や今後開発を進め社会実装を目
指す技術を含め網羅されており、それらの組み合わせによって 2030 年の 1.5～2℃目標との整合、
2050 年カーボンニュートラル達成を実現するための経路が示されている。 

 

図 7：GX2040 ビジョンにおける 150 兆円の投資14 

 

＜日本における脱炭素移行戦略の重要性（マテリアリティ）＞ 

日本政府は、GX の取組を、産業革命以来の化石エネルギー中心の産業構造・社会構造をクリーン
エネルギー中心へ転換することにより、エネルギーの安定供給を確保すると同時に、脱炭素分野で

—————————————— 
14 出典：経済産業省提供資料  
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新たな需要・市場創出することで日本の産業競争力を再強化するための重要な施策と位置付けてい
る。「経済財政運営と改革の基本方針 2024」及び「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計
画」では、社会課題への対応を通じた持続的な経済成長の実現に向け、投資の拡大及び革新技術の
社会実装による社会課題への対応に関する 5 項目の取り組みの 1 つとして「GX・エネルギー安全保
障」が位置づけられている。 

表 2：経済財政運営と改革の基本方針 2024 の内容15 
Ⅰ. 成長型の新たな経済ステージへの移行 
日本が直面する「時代の転換点」ともいえる内外の歴史的・構造的な変化と課題の克服に向け、大胆な改革を
進める。 
II (1) 豊かさを実感できる「所得増加」及び賃上げ
定着 

II(2) 豊かさを支える中堅・中小企業の活性化 

II(3) 投資の拡大及び革新技術の社会実装による社会
課題への対応 
（１） ＤＸ 
（２） ＧＸ・エネルギー安全保障 
・2024 年度中を目途に「ＧＸ国家戦略」の策定、
「エネルギー基本計画」等の改定 
・省エネ支援の推進、再エネの導入拡大、原子力の
活用、低炭素水素等の社会実装 
・成長志向型カーボンプライシング構想の実現・実
行等・ＡＺＥＣ構想の実現と国産海洋資源の技術開
発 
（３） フロンティアの開拓 
（４） 科学技術の振興・イノベーションの促進 
（５） 資産運用立国 

II(4) スタートアップのネットワーク形成や海外との連結
性向上による社会課題への対応 

II (5) 地方創生及び地域における社会課題への対応 II(6) 幸せを実感できる包摂社会の実現 

II(7) 持続的な経済成長の礎となる国際環境変化への
対応 

II(8) 防災・減災及び国土強靭化の推進 

III. 中長期的に持続可能な経済社会の実現～「経済・財政新生計画」～ 

 

＜ガバナンス＞ 

日本の GX 実行は、内閣総理大臣を議長とし、関係閣僚と有識者が参画する GX 実行会議におい
て議論が行われたのち、政策の方向性が決定される。GX 実行会議の構成員は産業分野・金融分野に
かかる専門家が含まれている。GX 実行会議の運営に当たっては、内閣官房が取りまとめを行って
いる。また、GX 経済移行債を活用した「投資促進策」の内容については、GX 専門家ワーキンググ
ループにおいて議論を行い、具体化している。さらに、GX 実行会議のもとに GX 経済移行債につい
ては別途関係府省連絡会議を設置している。 

日本の温室効果ガスの排出量・吸収量について、「地球温暖化対策計画」に従い、毎年、エネルギ
ー転換部門、産業部門、運輸部門、家庭部門など各分野のフォローアップを行い、全閣僚が参加す
る温暖化対策推進本部で了承し、計画を推進している。 

また、GX 推進に関する各種戦略等については、必要性や外部環境の変化を踏まえて、適宜・適切
に見直しを行うことが予定されている。 

—————————————— 
15 内閣府 経済財政運営と改革の基本方針 2024 ウェブサイトから、JCR 作成 
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図 8：ガバナンス体制16 

  

—————————————— 
16 出典：本フレームワーク 
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1-2.クライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等で求められる項目との整合性 

要素 1：発行体の移行戦略とガバナンス 
(1)資金調達を行う発行体等は、気候変動緩和のための移行に関する戦略を有しているか。 

日本政府は、地球温暖化対策推進法において、2050 年カーボンニュートラルを目指すこと、その
ために必要な施策を講じることを明らかにしている。また、2021 年に改定された地球温暖化対策計
画では、パリ協定で合意された目標に整合する形で 2030 年度目標（2013 年度比 46％の削減）を設
定し、排出源別に 2013 年度対比 2030 年度の削減目標を設定している。また、2025 年 2 月に上述
の地球温暖化対策計画の改定を行い、2035 年、2040 年の削減目標をそれぞれ 2013 年度比で 60%、
73%と策定し、2040 年度については、2030 年度と同様に排出源別の削減目標を設定している。 

上記の目標に向けた GX 実現のための具体的施策を GX2040 ビジョンとしてとりまとめている（前
掲表 1 参照）。日本政府は GX2040 ビジョンにおいて、将来見通しに対する不確実性が高まる中で
GX に向けた投資の予見性を高めるために、GX 推進戦略よりも、より長期的な方向性を示すとして
おり、GX 産業構造や GX 産業立地の方針が示され、従来の GX 推進戦略にも示されていた個別分野
の GX に向けた取組に加え、産業政策にも重点を置いた方針を策定している。なお、個別分野の GX
に向けた取組においては、「分野別投資戦略」に加えて、地球温暖化対策計画や第 7 次エネルギー基
本計画等を踏まえ投資促進策を進めることが示されている。 

よって、日本政府は、気候変動緩和のための移行に関する戦略を有していると言える。 

 (2)資金調達にあたって「トランジション」のラベルを使うことが、発行体等が気候変動関連のリ

スクに効果的に対処し、パリ協定の目標達成に貢献できるようなビジネスモデルに移行するための

戦略の実現に資することを目的としているか。  

日本政府の推進する GX は、産業革命以来の化石燃料中心の経済・社会、産業構造をクリーンエ
ネルギー中心に移行させ、経済社会システム全体を変革すべく、エネルギーの安定供給・経済成長・
排出削減の同時実現を目指すものである。日本政府は、「トランジション」ラベルを活用した資金調
達を行い、これを原資に具体的な支援プログラムを供給することで、国内の企業や国民に対して GX
の意義とその方向性を示すことを企図している。 

また、日本政府は、2020 年 12 月、ICMA で CTFH の初版が公表された直後の 2021 年 5 月に、
「クライメート・トランジション・ファイナンスに関する基本指針」を公表した。本基本指針は、
排出削減が困難なセクターにおける省エネ等着実な低炭素化に向けた取組や、脱炭素化に向けた長
期的な研究開発等のトランジションに資するイノベーションの加速を促すことを企図している。ま
た、黎明期にあるクライメート・トランジション・ファイナンスを普及させ、トランジション・フ
ァイナンスと名付けて資金調達を行う際の信頼性を確保することで、特に排出削減困難なセクター
におけるトランジションの資金調達手段としてその地位を確立し、より多くの資金の導入による日
本の 2050 年のカーボンニュートラルの実現とパリ協定の実現への貢献を目的として策定された。 

同基本指針は、適時にトランジション・ファイナンスに関する国際的な動きも踏まえて改訂が行
われており、直近では 2025 年 3 月に改訂が行われた。 

本フレームワークは、CTFH 及び同基本指針に則って策定されており、日本全体がパリ協定の目
標達成に貢献できるようなビジネスモデルに移行するための戦略の実現に資することを企図して
いる。 
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(3)移行戦略の実効性を担保するためのガバナンス体制が構築されているか。 

日本政府は、前述の通り、GX に必要となる各分野の関係省庁、外部有識者及び専門家を招聘し、
必要な議論を踏まえたうえで最終的に内閣総理大臣を議長とする GX 実行会議において移行戦略を
策定、その後の進捗についても当実行会議に報告がなされ、必要に応じた見直しを行うこととして
いる。 

よって、JCR は、日本政府がトランジション戦略を着実に実行するための体制を整備していると
評価している。  
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要素 2：企業のビジネスモデルにおける環境面の重要課題であること 

日本の GHG 排出量は世界第 7 位であり、世界の気温上昇をパリ協定で定めた水準に抑えるため
には、国際社会をリードしながら率先してその削減に努めることが期待されている。今後、国内外
で炭素価格の導入が始まることを勘案すると、国際競争力を有する多くの製造業が引き続き良好な
パフォーマンスを維持しながらも、カーボンニュートラルな社会を実現するためには、GX 推進法
で定められた各種の脱炭素化や各業態の構造転換を図ることが急務となっている。このような中、
日本政府は 2023 年６月に「新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画」を示し、2024 年 6
月、2025 年 6 月には上記計画の改訂版を発行している。この中で、日本における GX は、日本企業
が技術的な強みを有する脱炭素関連技術の研究分野も多い中、こうした分野における知見を最大限
活用し、国全体の脱炭素への移行を加速させることは、日本の産業競争力の再強化に資することが
期待されている。 

以上のことから、日本政府のカーボンニュートラルにむけた GX の取組は、日本にとって最重要
課題の一つであると JCR は評価している。 
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要素 3：科学的根拠に基づいていること 
トランジションのロードマップは、以下を満たしているか。 

(1)定量的に測定可能で、対象は Scope1、Scope2 をカバーしている。（Scope3 が実現可能な範囲で

目標設定されていることが望ましい） 

地球温暖化対策計画に示されている通り、日本の GHG 排出量削減目標は、国際社会で合意され
た科学的根拠のある目標であるパリ協定の目標設定（産業革命以前に比べて 2℃より十分低く保ち、
1.5℃に抑える）に整合的である。日本政府では、排出総量について Scope1、Scope2、Scope3 の考
え方をとっていないため、PCAF で定められた定義にしたがって JCR では本項目を検討した17。国の
直接の事業活動を Scope1、Scope2 とすると、その目標設定ならびに具体的施策は政府実行計画と
して計画が立てられている。Scope3 にあたる日本全体の排出量については上述の通り排出源別ま
たは部門別の排出総量が地球温暖化対策計画で開示されているほか、2030 年度、2035 年度、2040
年度目標と施策が具体的技術検討を踏まえ、詳細に設定された計画となっている。 

よって、日本政府の計画は、対象とすべきスコープが適切にカバーされ、実績・目標共に開示の
透明性が高いと JCR では評価している。 

 

(2)一般に認知されている科学的根拠に基づいた目標設定に整合 

当初、日本政府が掲げた目標は、パリ協定との整合を想定して 2021 年に設定された。また、当該
目標達成を前提として特に多排出産業について設定された分野別技術ロードマップでは、IEA18の
NZE シナリオ19、SDS シナリオ20との整合を現在または今後の技術的根拠がある場合は極力沿う形
で策定されている。 

また、日本政府が掲げた目標（削減率 2.7％/年※JCR 換算）は IPCC21の 1.5℃特別報告書22で示さ
れた 1.5℃水準（2030 年までに 2010 年水準から約 45％減少；削減率 2.25％/年）に適合するように
設定されていることから、科学的根拠に基づいたパリ協定の 1.5℃目標設定とも整合していると JCR
は評価している23。 

—————————————— 
17 環境省「金融機関向け ポートフォリオ・カーボン分析を起点とした 脱炭素化実践ガイダンス」

https://www.env.go.jp/content/000125696.pdf 
18 IEA：International Energy Agency，国際エネルギー機関 
19 IEA によるネットゼロ排出シナリオ（Net Zero Emissions by 2050 Scenario） 
20 IEA による持続可能な開発目標を完全に達成するための道筋である、持続可能な開発シナリオ（Sustainable Development 

Scenario） 
21 IPCC：Intergovernmental Panel on Climate Change, 気候変動に関する政府間パネル 
22 IPCC "Global Warming of 1.5℃ An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5℃ above pre-industrial levels 

and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate 
change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty 
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2022/06/SR15_Full_Report_HR.pdf 

23 なお、IPCC の 1.5℃特別報告書は、その後 IPCC 第 6 次評価報告書（AR6）統合報告書にて更新され、その中で示された
1.5℃水準は 2030 年までに 2019 年比約 36-69％減少（CO2）；削減率 3.3-6.3％/年。 
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参考まで、他国と比した目標設定の相対的野心度を以下の図で示している。 

図 9：2030 年時点の GHG 排出削減率目標（2013 年度基準に各国の目標を置き換えた場合の比較）24 

 

(3)公表されていること（中間点のマイルストーン含め） 

日本政府が 2050 年にカーボンニュートラルを達成するという目標は、地球温暖化対策推進法に
明記されている。また、中間目標として、2030 年度、2035 年度、2040 年度において GHG 排出総
量を 2013 年度からそれぞれ、46％、60%、73%削減するという目標が地球温暖化対策計画で表明さ
れている。さらに、排出源別の 2030 年度及び 2040 年度目標も同計画において開示されており、透
明性が高い。 

 

(4)独立した第三者からの認証・検証を受けていること 

地球温暖化対策計画の進捗状況について、その特殊性から一般企業が受検するような第三者から
の認証・検証はうけていない。一方で、毎年、関係審議会における審議を経て、内閣総理大臣が議
長を務め、全閣僚が参加する地球温暖化対策推進本部で了承していることから、内外専門家による
十分な統制を受けていると考えられ、第三者による確認がなされているとみなすことができると
JCR は評価している。 

以上のことから、日本政府の 2050 年カーボンニュートラルに向けた取組は、科学的根拠に基づ
いており、要素 3 における必要事項を満たしていると JCR は評価している。 

  

—————————————— 
24 出典：クリーンエネルギー戦略検討合同会合資料「GX を実現するための政策イニシアティブの具体化について」 
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要素 4：トランジションに係る投資計画について透明性が担保されていること 

日本政府は、GX 推進戦略及び GX2040 ビジョンにおいて、10 年間で官民合わせて総額 150 兆円
の投資を決定している。また、その具体的な内訳については、エネルギー供給部門と需要部門別に
以下の通り公表されている。 

図 10： 10 年間の官民投資内訳25 

 

投資総額 150 兆円のうち 20 兆円について、GX 経済移行債による投資促進策としての実行を想定
している。この投資促進策について、企業の予見可能性を高め、GX 投資を強力に引き出すため、日
本政府は 2023 年度に今後 10 年間の具体的な投資促進策や「先行５か年アクション・プラン」など
を示すものとして「分野別投資戦略26」をとりまとめている。なお、すでに 2023（令和 5）年度に
は約 1.6 兆円、2024 年度（令和 6 年度）には約 1.4 兆円のクライメート・トランジション利付国債
（GX 経済移行債の個別銘柄のこと。以下「CT 国債」）を発行している。また、2024 年 5 月に開催
された GX 実行会議において、GX 投資支援策の主な実行状況として今後 3-10 年間の政府からの投
資計画の内訳が以下の通り示され、2024 年 12 月に開催された GX 実行会議においては、各項目に
おける政府予算額が示されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

—————————————— 
25 出典：GX 実行会議資料 我が国のグリーントランスフォーメーション実現に向けて 
26 令和 5 年 12 月 22 日「分野別投資戦略」https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/pdf/kihon1222.pdf 
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図 11：GX 投資支援策の主な実行状況27 

 

なお、各年度の投資内容については、政府の予算が単年度で実行されることから、毎年の予算成
立後に公表する予定となっている。 

以上のことから、日本政府の投資計画について、JCR では政府の支出予定及び当該支出により促
進が期待される官民合わせた投資規模、10 年間のロードマップなどが開示されており、透明性が高
いと評価している。 

 

日本には、トランジション戦略の実行に伴う業態転換や雇用の移動が必要な分野が複数あること
を、経済産業省が策定した分野別技術ロードマップにおいて指摘している。GX 経済移行債による
支出の多くが研究開発または複数の企業に対する補助金プログラムであることから、企業の移行戦

—————————————— 
27 出典：GX 実行会議資料 我が国のグリーントランスフォーメーションの加速に向けて 

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/gx_jikkou_kaigi/dai14/siryou3.pdf 



 

 
23/53 

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.  
 

略のように直接的に公正な移行を考慮しなければならないという性質はない。一方で、日本政府は、
製造業比率が高く人材の流動性が低いという日本の特色を踏まえた場合に、公正な移行の実現が重
要な課題であると認識している。上記をふまえて、GX2040 ビジョンにおいては、「公正な移行」に
関する記載を追加し、成長分野等への労働移動の円滑化支援、在職者のキャリアアップのための転
職支援やリスキリング支援、ロボティクスや AI などの DX を活用したサプライチェーンの高度化に
対応するための新たなスキルの獲得支援等を行うことで、GX 産業構造への転換に伴い労働者が高
度化されたサプライチェーンで引き続き活躍できるよう、配慮を行うことが記載されている。 

化石燃料へのロックインの可能性について、日本政府が策定した分野別技術ロードマップ及び
GX2040 ビジョンにおける分野別投資戦略はいずれも 2050 年カーボンニュートラルとなるよう設
計されているほか、カーボンクレジットに極力頼らず、次世代技術革新によってカーボンニュート
ラルを実現するロードマップとなっている。また、本フレームワークの資金使途となる支援策の対
象事業は分野別技術ロードマップ等、日本の移行戦略と整合的な取組であることが前提とされてお
り、化石燃料へのロックインの恐れは低いと評価している。 

DNSH(Do No Significant Harm)の観点について、本フレームワークの資金使途の多くが研究開発
資金に充当されること、また補助金プログラムにおいては補助金付与の基準において明確な基準を
設けていることなどから、環境への深刻な負の影響は回避されるよう考慮されている。 

以上より、本フレームワークはクライメート・トランジション・ファイナンス・ハンドブック等
で求められる 4 要素を充足していると JCR は評価している。 

 

以上より、JCR は引き続き適格クライテリアについて高い環境改善効果が期待できる物件を対
象としていると評価している。
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2. 調達資金の使途 

日本政府は、本フレームワークにおいて、調達資金の使途を以下の通り定めている。 

資金使途にかかる本フレームワーク 

3.1.2 クライメート・トランジション・ボンド 資金使途（適格事業）分類 

表-3 に「基本条件」を満たす主な資金使途（適格事業）の分類表を示す。 

資金使途は、日本国の排出削減目標の実現に向けた、国が主体の取組のうち、現時点で整理が
進められている主要な経済活動であり、これらは今後 GX 関連の取組の進捗等と共に更新される
予定である。資金使途は、グリーンカテゴリー毎に 6 つに大分類され、それぞれ適格クライテリ
アによって中分類される。  

表-3 クライメート・トランジション・ボンド 資金使途分類  
大分類 

(グリーンカテゴリー) 中分類 適格クライテリア 代表的な資金使途(適格事業) 

1 エネルギー効率 

徹底した省エネルギーの推進 - 省エネ機器の普及 
住宅・建築物 - 省エネ住宅・建築物の新築や省エネ改

修に対する支援 

脱炭素目的のデジタル投資 - 省エネ性能の高い半導体、光電融合技
術等の開発・投資促進 

蓄電池産業 - 蓄電池・部素材の製造工場への投資 

2 再生可能エネルギー 

再生可能エネルギーの主力電源
化 

- 浮体式洋上風力 
- 次世代型太陽電池（ペロブスカイト） 

インフラ - 脱炭素に資する都市・地域づくり 

3 低炭素・脱炭素エネルギー 

原子力の活用 - 新たな安全メカニズムを組み込んだ次
世代革新炉 

カーボンニュートラルの実現に
向けた電力・ガス市場の整備 

- ゼロエミッション火力への推進 
- 海底直流送電等の整備  

4 クリーンな運輸 

運輸部門の GX - 次世代自動車の車両導入の支援 
- 2030 年代までの次世代航空機の実証

機開発、ゼロエミッション船等の普及 
インフラ（再掲） - 脱炭素に資する都市・まちづくり 

5 
環境適応商品、 
環境に配慮した 

生産技術及びプロセス 

製造業の構造転換（燃料・原料
転換） 

- 水素還元製鉄等の革新的技術の開発・
導入 

- 炭素循環型生産体制への転換 
水素・アンモニアの導入促進 - サプライチェーンの国内外での構築 

- 余剰再生可能エネルギーからの水素製
造・利用双方への研究開発・導入支援 

カーボンリサイクル/CCS - カーボンリサイクル燃料に関する研究
開発支援 

6 

生物自然資源及び 
土地利用に係る 

持続可能な管理、 
サーキュラーエコノミー 

食料・農林水産業 - 農林漁業における脱炭素化 
資源循環 - プラスチック、金属、持続可能な航空

燃料（SAF）等の資源循環加速のため
の投資  
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【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークにおける資金使途について適切と評価している。
今回のレビューにおいて、本項目の変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価
している。なお、各資金使途は下記の通り。 

2-1. プロジェクトの環境改善効果について 
(1) グリーンカテゴリー：エネルギー効率 

No.1.1 徹底した省エネルギーの推進 

資金使途にかかる本フレームワーク 

1)グリーンカテゴリー：エネルギー効率 

表-4.1 エネルギー効率 「徹底した省エネルギーの推進」「住宅・建築物」「脱炭素目的のデジタル化」「蓄電池産業」 
グリーンカテゴリー：エネルギー効率 
No.1.1 徹底した省エネルギーの推進 
2030 年度までに 2013 年度比での 6,200 万 kl の省エネルギー達成に向け、必要な環境整備（関連する施策、関連
設備やシステムの整備）等に必要な支援を行う。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞  
分野別投資戦略：くらし、鉄鋼、化学、セメント、紙・パルプ 
技術ロードマップ：鉄鋼分野、化学分野、紙・パルプ分野、セメント分野  
＜事業例（概要等）＞ 

 高効率給湯器導入促進による家庭部門の省エネルギー推進に向けた支援事業 
 消費者等による高効率給湯器の導入を促進する取組に係る設備の導入に対する支援 
 基準例：国内向けに出荷するヒートポンプ給湯機について省エネ法におけるトップランナー制度の 2025

年度目標基準値以上（エネルギー消費効率 3.5 以上等）等  
 省エネルギー投資促進・需要構造転換に向けた支援事業 

 高い技術力や省エネ性能を有しており、今後、導入ポテンシャルの拡大等が見込める先進的な省エネ設
備等への更新等を行う省エネ投資に対する支援 

 基準例：先進設備・システムへ更新の場合は、工場・事業場全体で、省エネ率＋非化石割合増加率：
30％以上、省エネ量＋非化石使用量：1,000kl 以上、エネルギー消費原単位改善率：15％以上のいずれ
かを満たす等。事業者の使用目的等に合わせてオーダーメイド型で更新する場合は、工場・事業場全体
で、省エネ率＋非化石割合増加率：10％以上、省エネ量＋非化石使用量：700kl 以上、エネルギー消費
原単位改善率：7％以上のいずれかを満たす場合等 

 Scope3 排出量削減のための企業間連携による省 CO2 設備投資促進事業 
 大企業を中心に、自社以外の取引先などに置ける CO2 排出量（Scope 3）の削減の重要度が増している

ことから、代表企業及びバリューチェーンを構成する取引先企業（中小企業等が中心）が行う省 CO2 効
果の高い設備導入を補助  

 
資金使途 No.1.1 は、前回評価時から変わらず、産業部門28、業務部門29、家庭部門30における省エ

ネルギー対策に対する設備導入等支援である。JCR では前回評価時点において、本資金使途につい
て適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレームワークの変更点はない。したがっ
て、JCR は引き続き、適切であると評価している。  

—————————————— 
28 製造業、農林水産業、鉱業、建設業におけるエネルギー消費 
29 企業の管理部門等の事務所・ビル、ホテルや百貨店、サービス業等の第三次産業（運輸関係事業、エネルギー転換事業を除

く）でのエネルギー消費 
30 自家用自動車等の運輸関係を除く家庭でのエネルギー消費（冷房、暖房、給湯、厨房、動力・照明等） 



 

 
26/53 

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.  
 

 No.1.2 住宅・建築物 

資金使途にかかる本フレームワーク 

1)グリーンカテゴリー：エネルギー効率 

表-4.1 エネルギー効率 「徹底した省エネルギーの推進」「住宅・建築物」「脱炭素目的のデジタル化」「蓄電池産業」 
No.1.2 住宅・建築物 
住宅・建築物の抜本的な省エネ（例：2030 年新築住宅・建築物で ZEH31・ZEB32水準の省エネ性能確保）を実現す
るため、建築物省エネ法等による規制の対象範囲拡大・強化を実施していくとともに、既存住宅・建築物の省エネ
ルギー改修等を促進する。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞   
分野別投資戦略：くらし   
＜事業例（概要等）＞ 

 断熱窓への改修促進等による家庭部門の省エネ・省 CO2 加速化に向けた支援事業 
 既存住宅の断熱性能を早期に高めるための、断熱窓への改修による即効性の高いリフォームの支援 
 基準例： 熱貫流率（Uw 値）1.9 以下等、建材トップランナー制度 2030 年目標水準値を超えるもの等  
 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。  

—————————————— 
31 Net Zero Energy House（ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス）の略。 
32 Net Zero Energy Building（ネット・ゼロ・エネルギー・ビル） の略。 
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No.1.3 脱炭素目的のデジタル投資 

資金使途にかかる本フレームワーク 

1)グリーンカテゴリー：エネルギー効率 

表-4.1 エネルギー効率 「徹底した省エネルギーの推進」「住宅・建築物」「脱炭素目的のデジタル化」「蓄電池産業」 
No.1.3 脱炭素目的のデジタル化 
半導体産業の成長に向けて、2030 年代にかけて、GX 実現に向けた半導体及び関連サプライチェーンへの継続的な
投資を実施し、次世代半導体や光電融合をはじめとした将来技術の社会実装を進める。さらに、AI を活用した DX
の加速は、GX の効果を最大化させる可能性があることを踏まえ、必要となるデータセンターを国内で整備におい
て、データセンターのカーボンニュートラル化も推し進める。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：蓄電池、半導体 
＜事業例（概要等）＞ 

 電力性能向上により GX を実現する半導体サプライチェーンの強靱化に向けた支援事業  
 エネルギー効率の改善に資する半導体サプライチェーンの強靱化を通じた、日本全体としてパワー半導

体等の競争力の向上、脱炭素化等の社会課題解決の実現 
 基準例：SiC パワー半導体を中心に、相当規模な投資（原則として事業規模 2,000 億円以上）であるこ

と。導入する設備・装置の性能が先端的であること 
 

 光電融合等の GX の実現にも不可欠な将来技術の研究開発事業  
 高速性・低損失性を有し、高性能かつ省エネな計算基盤の実現に重要な技術開発を進める。 
 基準例： パッケージ内に光電融合デバイスを実装した半導体デバイス性能指標（帯域密度/電力）

[(Gbps/mm)/(pJ/bit)] について、研究開発開始時点で普及している製品と比較して 800 倍以上  
 AI 基板モデル及び先端半導体関連技術開発事業等 

 情報通信ネットワーク全体やそれを構成する要素（計算資源、AI 基盤モデル等）について、技術開発を
支援 

 次世代エッジ AI 半導体研究開発事業 
 超低消費電力等の革新的な次世代エッジ AI 半導体に必要となる設計、製造、材料などの技術に関して、

既存の産業あるいは 2030 年代中盤以降に求められる新たな産業からバックキャストした技術のうち、
アカデミアが行うべき技術について、産業界への速やかな橋渡しを意識した研究開発を支援  

 

資金使途 No.1.3 は、前回評価時から変わらず、エネルギー効率を格段に向上させるデジタル分野
における研究開発及び設備導入等支援である。JCR では前回評価時点において、本資金使途につい
て適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレームワークの変更点はない。したがっ
て、JCR は引き続き、適切であると評価している。  
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 No.1.4 蓄電池産業 

資金使途にかかる本フレームワーク 

1)グリーンカテゴリー：エネルギー効率 

表-4.1 エネルギー効率 「徹底した省エネルギーの推進」「住宅・建築物」「脱炭素目的のデジタル化」「蓄電池産業」 
No.1.4 蓄電池産業 
蓄電池の 2030 年目標 150GWh の国内製造基盤の実現に向け、省エネ法などで需要側にアプローチして需要を創出
しつつ、蓄電池生産拠点への集中投資や技術開発支援等を行う。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：蓄電池 
＜事業例（概要等）＞ 

 グリーン社会に不可欠な蓄電池の製造サプライチェーン強靱化に向けた支援事業  
 電化・デジタル化社会の基盤維持に不可欠な蓄電池の早急な安定供給確保を図るために、蓄電池・部素

材の設備投資及び技術開発に対する支援を行うことで、国内における製造基盤を強化 
 基準例： 車載用蓄電池については 3GWh/年以上、定置用蓄電池については 300MWh/年以上の生産

能力の拡大を行うものであること  
 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。 
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(2) 資金使途 2：再生可能エネルギー  

No.２.1 再生可能エネルギーの主力電源化 

資金使途にかかる本フレームワーク 

2)グリーンカテゴリー：再生可能エネルギー 

表-4. 2 再生可能エネルギー 「再生可能エネルギーの主力電源化」「インフラ」 
グリーンカテゴリー：再生可能エネルギー 
No.2.1 再生可能エネルギーの主力電源化 
再生可能エネルギーの最大限の導入に向け、10 年間で国産次世代型太陽光の量産体制の構築や浮体式も含めた大
規模洋上風力の案件形成など、次世代再生可能エネルギー技術の社会実装を目指す。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：次世代再エネ、くらし 

技術ロードマップ：電力分野 
＜事業例（概要等）＞ 

 洋上風力発電の低コスト化に向けた開発・実証事業  
 アジアの気象や海象にあわせた風車や浮体等の技術開発、ユーザー（発電事業者）も巻き込み、風車・

浮体・ケーブル等を一体設計して実証 
 基準例：2030 年までに一定条件下（風況等）で、着床式洋上風力発電の発電コスト 8～9 円/kWh を見

通せる水準等 
 次世代型太陽電池の開発・実証事業 

 ビル壁面等に設置可能な次世代型太陽電池（ペロブスカイト太陽電池）の開発 
 基準例：2030 年度までに一定条件下（日照条件等）での発電コスト 14 円/kWh 以下 

  
 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。  
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No.２.2 インフラ 

資金使途にかかる本フレームワーク 

2)グリーンカテゴリー：再生可能エネルギー 

表-4. 2 再生可能エネルギー 「再生可能エネルギーの主力電源化」「インフラ」 
No.2.2 インフラ 
産業や港湾の脱炭素化・競争力強化に向け、カーボンニュートラルポート（CNP）の形成推進や建設施工に係る脱
炭素化の促進を図る。空港、道路、ダム、下水道等の多様なインフラを活用した再エネの導入促進やエネルギー消
費量削減の徹底、脱炭素に資する都市・地域づくり等を推進する。 

 

＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：くらし    
＜事業例（概要等）＞ 

 自営線マイクログリッドの構築支援事業 
 官民連携により民間事業者が裨益する自営線マイクログリッドを構築する地域等において、自営線に接

続する温室効果ガス排出削減効果の高い主要な脱炭素製品・技術（再エネ・省エネ・蓄エネ）等の導入
を支援 

 基準例：自営線マイクログリッドを含む地域において、2030 年度までに対象地域内の家庭部門及び業務
部門の排出削減量実質ゼロを達成する計画を策定すること  

 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。 
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(3) 資金使途 3：低炭素・脱炭素エネルギー  

No.3.1 原子力の活用 

資金使途にかかる本フレームワーク 

3)グリーンカテゴリー：低炭素・脱炭素エネルギー 

表-4. 3 低炭素・脱炭素エネルギー 「原子力の活用」「カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備」 
グリーンカテゴリー：低炭素・脱炭素エネルギー 
No.3.1 原子力の活用 
安全性の確保を大前提として、新たな安全メカニズムを組み込んだ次世代革新炉の開発・建設に取り組む。 

 

＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：原子力 
技術ロードマップ：電力分野  
＜事業例（概要等）＞ 

 次世代革新炉の開発・建設に向けた技術開発、サプライチェーン構築への支援事業 
革新軽水炉・小型軽水炉に係る技術開発を支援し、国内産業基盤を維持・強化 

 高速炉実証炉の開発事業 
 2022 年 12 月 23 日に改訂された高速炉開発の「戦略ロードマップ」に基づき、2024 年度以降の概念設

計の対象となる炉概念の仕様と中核企業を選定 
 高温ガス炉実証炉の開発事業 

 800℃以上の高温を利用したカーボンフリーな水素製造法の FS33、800℃以上の脱炭素高温熱源とまずは
商用化済みのメタン水蒸気改質法による水素製造技術を用いた高い安全性を実現する接続技術・評価手
法の確立 

 基準例： 2050 年には、800℃以上の脱炭素高温熱とカーボンフリー水素製造法によって、約 12 円
/Nm3 で大量の水素を安定的に供給する可能性を念頭に、製鉄や化学等での産業利用につなげる 

  
 

 資金使途 No.3.1 は、前回評価時から変わらず、次世代革新炉の研究開発資金である。JCR では
前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにおいては、本
フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価している。 

  

—————————————— 
33 Feasibility Study（フィージビリティ・スタディ）の略。 
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No.3.2 カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備 

資金使途にかかる本フレームワーク 

3)グリーンカテゴリー：低炭素・脱炭素エネルギー 

表-4. 3 脱炭素化エネルギー 「原子力の活用」「カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備」 
No.3.2 カーボンニュートラルの実現に向けた電力・ガス市場の整備 
再生可能エネルギーや原子力などの脱炭素電源や、水素・アンモニア等の低炭素・脱炭素エネルギーの拡大に向け
て、日本の技術的優位性確保に向けた研究開発や国内先進研究拠点の整備、系統整備、調整力の確保をすすめると
ともに、電気事業者による脱炭素電源への長期かつ大規模な継続投資への支援等、必要な環境整備を行う。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：次世代再エネ、水素等、原子力 
技術ロードマップ：電力分野、ガス分野、石油分野  
＜事業例（概要等）＞ 

 大規模水素サプライチェーンの構築に向けた支援事業 
 複数の水素キャリア（液化水素、MCH34）で、輸送設備の大型化等の技術開発・大規模水素輸送実証、

水素発電における実機での水素の燃焼安定性に関する実証を通じた水素の大規模需要の創出と供給コス
ト低減の好循環の構築 

 基準例： 供給コスト：2030 年に 30 円/Nm3、2050 年に 20 円/Nm3 以下（CIF コスト。化石燃料と同
等程度の水準までコストを低減することを目指す。）  

 

資金使途 No.3.2 はゼロエミッション火力に関する研究開発、水素・アンモニアのサプライチェー
ン構築に関する設備導入等支援並びに再生可能エネルギーや原子力発電などの脱炭素電源の拡大
のための電気事業者による長期かつ大規模な継続的な投資の支援である。JCR では前回評価時点に
おいて、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレームワーク
の変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価している。 

 

  

—————————————— 
34 Methylcyclohexane（メチルシクロヘキサン）の略。 
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(4) 資金使途 4：クリーンな運輸  

No.4.1 運輸部門の GX 

資金使途にかかる本フレームワーク 

4)グリーンカテゴリー：クリーンな運輸 

表-4. 4 クリーンな運輸 「運輸部門の GX」「インフラ」（再掲） 
グリーンカテゴリー：クリーンな運輸 
No.4.1 運輸部門の GX 
我が国 CO2 排出量の約 2 割を占める運輸部門について、鉄道等の各輸送モードや物流・人流の省エネ化や非化石燃
料の利用拡大に向けた需要構造の転換を実現するため、省エネ法等を踏まえ、10 年でクリーンエネルギーへの転
換に向けた取組を計画的・戦略的に推進し、輸送事業等の関連産業における民間投資の拡大及び市場創造を図る。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：自動車、航空機、SAF、船舶、くらし 
技術ロードマップ： 自動車分野、石油分野、国際海運分野/国際海運、内航海運分野、航空分野 
＜事業例（概要等）＞ 

 持続可能な航空燃料（SAF）の製造・供給体制構築支援事業 
 GX を通じたエネルギーの安定供給、経済成長、脱炭素の同時実現に資する SAF の製造プロジェクトに

ついて、国際競争力のある価格で安定的に SAF を供給できる体制の構築に向け、国内で大規模な SAF
製造を行う事業者等に対して、設備投資等を支援 

 ゼロエミッション船等の建造促進事業 
 2050 カーボンニュートラル実現のために不可欠である水素・アンモニア燃料等を使用するゼロエミッ

ション船等の普及に必要となる供給基盤整備のため、建造に必要なエンジン、燃料タンク、燃料供給シ
ステム等の生産基盤の構築・増強及びそれらの設備を搭載（艤装）するための設備整備のための投資等
を支援 

 クリーンエネルギー自動車の導入促進に向けた支援事業  
 導入初期段階にある電気自動車、燃料電池自動車やプラグインハイブリッド自動車等に関する、購入費

用の支援 
 基準例： 省エネ法トップランナー制度の 2030 年度燃費基準の対象となる車両であること 

 商用車等の電動化促進に向けた支援事業 
 商用車（トラック・タクシー・バス）等の電動化に対する導入加速支援  
 基準例：国で定める目標（例：小型トラック（８トン以下）は 2030 年度までに保有台数の５％を非化

石エネルギー自動車へ更新）等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画の設定 
 次世代航空機の開発・実証事業  

 水素航空機のコアとなる技術の技術開発  
 基準例： 

- エンジン燃焼器：NOx35 排出量：CAEP/8 比 54％の低減  
- 水素燃料貯蔵タンク：貯蔵水素燃料の２倍以下の重量達成  
- 機体設計：風洞試験により、2,000～3,000km の航続性能を有する水素航空機の機体構想を確認   

資金使途 No. 4.1 は、前回評価時から変わらず、自動車分野、航空機分野、船舶分野における脱炭
素に向けた研究開発及び設備導入等支援である。JCR では前回評価時点において、本資金使途につ
いて適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレームワークの変更点はない。したが
って、JCR は引き続き、適切であると評価している。  

—————————————— 
35 Nitrogen oxides（窒素酸化物）の化学式を指す。 
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No.4.2 インフラ 

資金使途にかかる本フレームワーク 

4)グリーンカテゴリー：クリーンな運輸 

表-4. 4 クリーンな運輸 「運輸部門の GX」「インフラ」（再掲） 
No.4.2 インフラ（再掲） 
産業や港湾の脱炭素化・競争力強化に向け、カーボンニュートラルポート（CNP）の形成推進や建設施工に係る脱
炭素化の促進を図る。空港、道路、ダム、下水道等の多様なインフラを活用した再エネの導入促進やエネルギー消
費量削減の徹底、脱炭素に資する都市・地域づくり等を推進する。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞ 
分野別投資戦略：くらし      

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。 
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(5) 資金使途 5：環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス  

No.5.1 製造業の構造転換（燃料・原料転換） 

資金使途にかかる本フレームワーク 

5)グリーンカテゴリー：環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス 

表-4. 5 環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス「製造業の構造転換（燃料転換・原料転換）」「水素・ア

ンモニアの導入促進」 
グリーンカテゴリー：環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス 
No.5.1 製造業の構造転換（燃料・原料転換） 
電気・熱配分後 CO2 排出量の多くを占める製造業において、世界で成長する GX 市場に対応していくために、研究
開発や設備投資支援を通じて、GX サプライチェーンを早急に立ち上げるとともに、新たな GX 分野での市場創造
等を行う。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞  
分野別投資戦略：鉄鋼、化学、セメント、紙・パルプ 
技術ロードマップ： 鉄鋼分野、化学分野、紙・パルプ分野、セメント分野  
＜事業例（概要等）＞ 

 排出削減が困難な産業におけるエネルギー・製造プロセス転換事業 
 排出削減が困難な産業における排出量削減及び産業競争力強化につなげるため、いち早い社会実装に繋

がる設備投資等を支援 
 製鉄プロセスにおける水素活用に向けた開発・実証事業 

 将来的に安価かつ大量の水素供給基盤が確立されることを見据えた、水素還元製鉄技術を始めとした脱
炭素技術の確立と社会実装に向けた研究開発  

 基準例：CO2 排出を 50％以上削減する高炉水素還元技術の確立。CO2 排出を 50％以上削減する直接水
素還元技術の確立 

 製造分野における熱プロセスの脱炭素化に向けた開発・実証事業  
 工業炉の脱炭素化に対応するゼロエミッション燃料の活用や効率的な熱プロセスの開発・実証  
 基準例：2031 年度までに、天然ガス等の既存燃料と水素との 50％混焼工業炉を確立。2031 年度まで

に、ピーク電力消費量を 30％以上削減する技術を確立  
 

資金使途 No. 5.1 は、前回評価時から変わらず、電気・熱配分後 CO2 排出量の多くを占める製造
業を対象とした、GHG 排出量削減に向けた研究開発及び設備投資等支援である。JCR では前回評価
時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレーム
ワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価している。 
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No.5.2 水素・アンモニアの導入促進 

資金使途にかかる本フレームワーク 

5)グリーンカテゴリー：環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス 

表-4. 5 環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス「製造業の構造転換（燃料転換・原料転換）」「水素・ア

ンモニアの導入促進」 
No.5.2 水素・アンモニアの導入促進 
水素・アンモニアの国内導入量 2030 年水素 300 万トン・アンモニア 300 万トン（アンモニア換算）、2050 年水
素 2,000 万トン・アンモニア 3,000 万トン（アンモニア換算）に向け、10 年でサプライチェーン構築支援制度や
拠点整備支援制度等を通じて、大規模かつ強靭なサプライチェーン（製造・輸送・利用）を構築する。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞  
分野別投資戦略：水素等 
技術ロードマップ： 電力分野、ガス分野、石油分野 
＜事業例（概要等）＞ 

 水素等のサプライチェーン構築のための価格差に着目した支援事業 
 低炭素水素等と代替される既存原燃料との価格差の全部又は一部を支援 

 水素等拠点整備支援事業 
 GX 実現に資する、自立したパイロットサプライチェーンを 2030 年度までを目途に構築することを目指

し、低炭素水素等の大規模な利用拡大につながり、様々な事業者に広く裨益する共用設備に対して支援
を実施 

 大規模水素サプライチェーンの構築に向けた開発・実証事業  
 複数の水素キャリア（液化水素、MCH）で、輸送設備の大型化等の技術開発・大規模水素輸送実証、水

素発電における実機での水素の燃焼安定性に関する実証を通じた水素の大規模需要の創出と供給コスト
低減の好循環の構築  

 基準例：供給コスト：2030 年に 30 円/Nm3、2050 年に 20 円/Nm3 以下（CIF コスト。化石燃料と同
等程度の水準までコストを低減することを目指す。）  

 

資金使途 No. 5.2 は、前回評価時から変わらず、水素・アンモニアの導入促進に向けた研究開発及
び設備導入等支援である。JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価してい
る。今回のレビューにおいては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、
適切であると評価している。 
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No.5.3 カーボンリサイクル/CCS 

資金使途にかかる本フレームワーク 

5)グリーンカテゴリー：環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス 

表-4. 5 環境適応商品、環境に配慮した生産技術及びプロセス「製造業の構造転換（燃料転換・原料転換）」「水素・ア

ンモニアの導入促進」 
No.5.3 カーボンリサイクル/CCS 
SAF、合成燃料、合成メタン等の脱炭素に資する燃料等の利用促進等に向け、10 年で技術開発・実証及び設備投
資に取り組むとともに 、規制・制度の整備や、国際ルールの整備に向けた調整、サプライチェーン構築等にも取
り組む。また、社会実装に向けた技術開発支援等を通じて、バイオものづくりのサプライチェーンを確立する。 
さらに、CCU については、CO2 サプライチェーン構築を推進するとともに、CCS については、競争力ある CCS バ
リューチェーン構築のため、2030 年代初頭からの事業開始に向けて、CCS コスト差支援措置の検討を進めるなど
事業環境整備を行う。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞  
分野別投資戦略：SAF、CCS、資源循環 
技術ロードマップ： 電力分野、ガス分野、石油分野 
＜事業例（概要等）＞ 

 合成燃料製造における原料変動に対応した制御技術の開発・実証事業 
 合成燃料製造時の原料変動に対応した温度や触媒量等の制御技術の開発  
 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。 
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(6) 資金使途 6：生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理/サーキュラーエコノミー 

No.6.1 食料・農林水産業 

資金使途にかかる本フレームワーク 

6)グリーンカテゴリー：生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理、サーキュラーエコノミー 

表-4. 6 生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理、サーキュラーエコノミー 「食料・農林水産業」「資源循

環」 
グリーンカテゴリー：生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理、サーキュラーエコノミー 
No.6.1 食料・農林水産業 
「みどりの食料システム戦略」（令和３年 5 月策定）及び「みどりの食料システム法」（令和 4 年 4 月成立、7 月
施行）に基づき、食料・農林水産業分野における脱炭素・環境負荷低減に向けた変革の取組を推進。 
農林水産業の生産活動の場である森林・農地・藻場等は、温室効果ガスの吸収源として、2050 年カーボンニュー
トラルの実現に向けて不可欠な役割を担っており、民間投資を呼び込む観点から、関係者の行動変容も含め、それ
らの機能強化を図る。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞  
分野別投資戦略：くらし  

 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにお
いては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価して
いる。  
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No.6.2 資源循環 

資金使途にかかる本フレームワーク 

6)グリーンカテゴリー：生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理、サーキュラーエコノミー 

表-4. 6 生物自然資源及び土地利用に係る持続可能な管理、サーキュラーエコノミー 「食料・農林水産業」「資源循

環」 
No.6.2 資源循環 
動静脈連携による資源循環を促進し、資源循環システムの自律化・強靱化を図るため、10 年でデジタル技術を活
用した情報流通プラットフォーム等の構築を図り、動静脈連携の加速に向けた制度枠組みの見直しや構造改革を前
提とした GX 投資支援などで資源循環市場を創出する。 
 
＜関連する主な分野別投資戦略、技術ロードマップ＞  
分野別投資戦略：資源循環  
＜事業例（概要等）＞ 

 廃棄物・資源循環分野におけるカーボンニュートラル実現に向けた開発・実証事業 
 CO2 を大気放出する焼却処理等の従来の廃棄物処理システムに代替する処理方式に関する技術等の開発 
 基準例： 2030 年までに、特定条件下で廃棄物に含まれる炭素の安定的回収率 90％以上を満たす CO2

分離回収を前提とした廃棄物焼却処理施設を実現する技術を確立  
 

JCR では前回評価時点において、本資金使途について適切と評価している。JCR では前回評価時
点において、本資金使途について適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレーム
ワークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価している。
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2-2. クライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインで求められるセーフガード項目
への適合性 

2025 年 11 月に ICMA が公表したクライメート・トランジション・ボンド・ガイドライン（CTBG）
では、資金使途特定債券の評価において、４つの項目を設けている。 

1. 資金使途について 

2. 資金使途の選定基準とプロセス 

3. 資金管理 

4. レポーティング 

本項目においては、CTBG「1. 資金使途について」においてクライメート・トランジション・プロ
ジェクトにおいて考慮すべきセーフガードに関して充足すべき項目、またはその充足に向けた方策に
ついて確認を行った結果を記載する。 

また、CTBG が求める各項目への適合性については、「7. クライメート・トランジション・ボンド・
ガイドラインで求められる項目への適合性」において詳述する 

 

(1) クライメート・トランジションプロジェクトが貢献する発行体レベルのサステナビリティおよ

び/またはクライメート・トランジション戦略の存在 

（クライメート・トランジションファイナンスハンドブックの 4 つの主要要素とベストエフォ

ートベースで一致する開示を組み込むこと。） 

 

日本政府は、地球温暖化対策推進法において、2050 年カーボンニュートラルを目指すこと、その
ために必要な施策を講じることを明らかにしている。また、2021 年に改定された地球温暖化対策計
画では、パリ協定で合意された目標に整合する形で 2030 年度目標（2013 年度比 46％の削減）を設
定し、排出源別に 2013 年度対比 2030 年度の削減目標を設定している。また、2025 年 2 月に上述
の地球温暖化対策計画の改定を行い、2035 年、2040 年の削減目標をそれぞれ 2013 年度比で 60%、
73%と策定し、2040 年度については、2030 年度と同様に排出源別の削減目標を設定している。 

上記の目標に向けた GX 実現のための具体的施策を GX2040 ビジョンとしてとりまとめている。
日本政府は GX2040 ビジョンにおいて、将来見通しに対する不確実性が高まる中で GX に向けた投
資の予見性を高めるために、GX 推進戦略よりも、より長期的な方向性を示すとしており、GX 産業
構造や GX 産業立地の方針が示され、従来の GX 推進戦略にも示されていた個別分野の GX に向け
た取組に加え、産業政策にも重点を置いた方針を策定している。なお、個別分野の GX に向けた取
組においては、「分野別投資戦略」に記載されていることに加え、地球温暖化対策計画や第 7 次エネ
ルギー基本計画等を踏まえ投資促進策を進めることが示されている。 

よって、日本政府は、気候変動緩和のための移行に関する戦略を有していると JCR では評価して
いる。 
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(2) 発行体にとって低炭素の代替案が技術的および/または経済的に実行不可能であることを裏付

ける分析。 

（なお、その地域の状況を考慮する必要があり、実用的な目的のために、この評価は、既存の

公的セクターまたは他の権威のある第三者リソースおよび発行体の費用便益分析を参照するこ

とによって行うことができる。） 

 

本フレームワークでは、日本政府における 2050 年カーボンニュートラルに向けた取り組みが記
載されている。日本政府は温室効果ガス多排出産業 10 分野について、「トランジション・ファイナ
ンス推進のためのロードマップ」（分野別技術ロードマップ）を策定している。分野別技術ロードマ
ップは、前述の通り鉄鋼、化学、電力、ガス、石油、紙・パルプ、セメント、自動車等の CO2 排出
量が相対的に大きな業種を対象として、2021 年度より順次策定されたものである。各分野が 2050
年カーボンニュートラル実現に向けてどのような低炭素・脱炭素技術で既存の技術や今後開発を進
め社会実装を目指す技術を含め網羅されており、それらの組み合わせによって 2030 年の 1.5～2℃
目標との整合、2050 年カーボンニュートラル達成を実現するための経路が示されている。 

また、前述の通り、「分野別投資戦略」の内容は「分野別技術ロードマップ」と整合的である。「分
野別投資戦略」では、国内に GX 市場を確立し、サプライチェーンを GX 型に革新することを目的
として、前述の通り「道行き」に定められた施策の具体的プロジェクト及び先行 5 か年アクション・
プランについて取りまとめている。 

本フレームワークの資金使途は、上記「分野別技術ロードマップ」及び「分野別投資戦略」等を
踏まえて策定されており、2050 年カーボンニュートラルに向けて年代別に技術的/経済的に実行可
能な低炭素・脱炭素技術がロードマップ上に示されている。このことから、年代別に技術的/経済的
に取りえない低炭素・脱炭素技術は「分野別技術ロードマップ」及び「分野別投資戦略」上に表れ
てこないと JCR では評価している。 

したがって、本セーフガードの記述について、本フレームワークは満たしていると評価している。 

 

(3) 公的セクターおよび市場ベースのタクソノミー、脱炭素化経路およびロードマップ、および/

または利用可能な場合および関連するその他の国際的および国内的な脱炭素化政策フレームワ

ークとの整合性または互換性。 

（Annex1 は、発行者が関連するリソースを特定するのに役立つように、既存の公式セクター

および市場ベースのタクソノミーと経路およびロードマップの非網羅的なリストと概要を提供

する。） 

 

本フレームワークのプロジェクトについては、前述の通り「分野別技術ロードマップ」に記載の
プロジェクトや「分野別投資戦略」に記載された取り組みと整合的であり、JCR では本セーフガー
ドに記載された内容は満たされていると評価している。 
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(4) 通常業務(BAU)を超える実質的かつ定量化可能な温室効果ガス排出の緩和。 

（利用可能で実行可能な場合、セクター基準、慣習、代替指標および利用可能な最良の技術

(BAT)を考慮する） 

上記の通り、日本政府は温室効果ガス排出の緩和のため、「分野別技術ロードマップ」を通じてセ
クター毎の利用可能な最良の技術（BAT）を提示している。 

本フレームワークで示されている資金使途は、Business As Usual を上回る温室ガス排出削減効果
を前提としたプロジェクトが対象となっている他、各事業、技術的・経済的な制約を考慮した上で
最良の技術を対象としているため、本セーフガードに記載された内容は満たされていると評価して
いる。 

 

(5) 特定、分析、ベストエフォートに基づく気候変動緩和、およびカーボンロックインリスクの開

示。 

（この点で、サンセット条項および/または一部のタクソノミーにおける既存の資産および活

動に対する暫定的なパフォーマンスカテゴリ(「アンバー」カテゴリとしても知られる)の制限

に注意する必要がある。 

ロックイン評価は、関連する場合には、プロジェクトの耐用年数および償却期間、利用率、経

時的な排出プロファイル、リバウンド効果、低炭素代替品に対する潜在的な障壁(例:契約上の

制約、労働力またはサプライチェーンの制約)、低炭素原料の将来の組み込みまたは最終用途の

変更に対する準備状況、可逆性(例:改造、再利用またはリパワリング)、および移動可能性、お

よびプロジェクトの最終用途排出量の監視などの要因を考慮することができる。） 

 

本フレームワークで適格クライテリアとなる資金使途については、前述の「分野別技術ロードマ
ップ」に記された温室効果ガス多排出セクターのカーボンニュートラルへの技術ロードマップや、
「分野別投資戦略」に記載された項目の GX に関する投資プロジェクトの達成に資するものが対象
となっている。これらの「分野別技術ロードマップ」や「分野別投資戦略」は 2050 年カーボンニュ
ートラルを前提とした第 7 次エネルギー基本計画、地球温暖化対策基本計画、GX2040 ビジョンを
もとに策定されており、2050 年カーボンニュートラルの目標を踏まえてカーボンロックインに関す
るリスクを極力除外していると評価している。 

本フレームワークの資金使途の一部として化石燃料（石炭・石油・天然ガス等）が使用される可
能性もあるが、上記の 2050 年カーボンニュートラルの目標に従い、プロジェクトの耐用年数や償
却期間等を踏まえて、2050 年を超えないものが対象となっている。さらに補助金事業において上記
の化石燃料を燃料とする場合は、GX リーグへの参加や 2050 年カーボンニュートラルの目標達成に
向けた 2030 年度の排出削減目標の設定等を求めている。また、化石燃料の使用についても、水素・
アンモニア、バイオ燃料の使用等によって、将来的にゼロエミッション燃料またはカーボンニュー
トラル燃料に転換されることを前提に資金使途の特定を行っている。加えて、ゼロエミッション燃
料やカーボンニュートラル燃料への転換における制約の改善に向けた、供給サプライチェーン構築
事業等についても、資金使途の対象としている。 
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したがって、本フレームワークの内容は本セーフガードの項目を満たしていると JCR では評価し
ている。 
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3. 資金使途の選定基準とプロセス 

本フレームワークにおいて、資金使途の選定基準とプロセスを以下の通り定めている。（変更な
し） 

プロセスにかかる本フレームワーク 

3.2 充当事業の選定・評価プロセス 

調達資金が充当される事業は、各事業所管省庁内で「3.1 調達資金の使途」にて定める適格事業
への適合状況について確認した上で、GX 実現に向けた専門家ワーキンググループにおいて議論
を進め、政府予算案に盛り込む。あわせて、各年度に発行される債券の充当予定事業を、対応す
る予算も踏まえて特定し、独立した外部評価機関より適合状況についてレビューを受ける。その
上で、必要に応じ関連省庁・機関との協議を実施し、局長級で構成される関係府省連絡会議及び
GX 実行会議に報告する。加えて、各事業は、政府予算の一部として毎年度国会の議決を経て決定
する。 

GX 経済移行債発行に関する関係府省連絡会議の構成メンバーは以下のとおり。 

 内閣官房 
 金融庁 
 財務省 
 経済産業省 
 環境省 

なお、上記関係府省連絡会議では、3.4 に後述する充当レポーティング及びインパクトレポー
ティングについても議論し、充当状況の確認・評価を行う。必要に応じて、GX 実行会議に報告す
る。 

【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載された資金使途の選定基準及びそのプ
ロセスについて適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレームワークの変更点はな
い。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価している。 
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4. 調達資金の管理 

本フレームワークにおいて、調達資金の管理を以下の通り定めている。（変更なし） 

資金管理にかかる本フレームワーク 
 

3.3 調達資金の管理 

調達資金は適格事業に充当する。充当対象となる事業は、本フレームワークに基づく資金調達
の実行日を含む事業年度36、当該事業年度以降及び前事業年度に、運転開始または執行される事
業とする。 

充当事業は、エネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定にて他の勘定とは分けて管理を行
う。同勘定内でも GX 関連の予算（充当事業）は区分されており、その管理は経産省が内部管理
システムを用い、調達資金と実際の支出が一致するよう年度単位で追跡管理する。 

また、調達資金が適格事業に全額充当されるまでの間の未充当資金については、現金にて管理
を行う。 

【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載された資金管理について適切と評価し
ている。今回のレビューにおいては、本フレームワークの変更点はない。したがって、JCR は引き
続き、適切であると評価している。 

 

 

  

—————————————— 
36 ＧＸ推進法において「脱炭素成長型経済構造移行債の発行は、各年度の翌年度の六月三十日までの間、行うことができる。

この場合において、翌年度の四月一日以後発行される脱炭素成長型経済構造移行債に係る収入は、当該各年度所属の歳入と
する。」とあるため、例えばⅩ年四月一日から六月三十日までに調達された資金はⅩ－１年度の歳入とすることもある。その
場合、Ⅹ－１年度が本項における「当該事業年度」となる。なお、税制措置については、減税額が確定した年度を「当該事
業年度」とする。 
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5. レポーティング 

フレームワークにおいて、レポーティングを以下の通り定めている。（変更なし） 

レポーティングにかかる本フレームワーク 

3.4 レポーティング 
3.4.1 レポーティングの概要 

本フレームワークに基づく資金調達の実行後に行うレポーティングにおいては、以下のとおり
資金充当レポーティング及びインパクトレポーティングを実施する。なお、資金充当された適格
事業の進捗状況をレポーティングするに留まらず、当該事業の進捗や環境改善効果等を踏まえ、
通常の予算事業の検証と同様に適切に事業レビューを行い、将来の資金充当事業決定の際に参考
とできるようなレポーティングを目指す。また、適格事業における中期戦略・想定される効果に
ついて可能な範囲で開示することで、企業のコミットメントを強化するとともに、足元の財務諸
表上の成果だけでなく、先行投資の内容について市場からの評価が得られるようにする。 

 

3.4.2 資金充当状況レポーティング 

調達資金が全額充当されるまでの間、以下の項目のいずれかまたは全てにおいて、守秘義務の
範囲内かつ合理的に対応可能な範囲内で、資金充当状況を政府のウェブサイト上にて年次で報告
する。 

なお、調達資金の金額が充当された後に重大な状況の変化が生じた場合は、適時に開示する。 

＜レポーティング項目＞ 

• 充当金額 
• 未充当金の残高 
• 調達資金のうち発行時点より前の年度に充当された部分の概算額 

 

3.4.3 インパクトレポーティング 

適格クライテリア毎に、以下の項目のいずれかまたは全てにおいて、守秘義務の範囲内かつ合
理的に対応可能な範囲内で、環境改善効果を政府のウェブサイト上にて年次で報告する。 

各年度に発行した CT 国債に係る最初の報告は発行年度の翌々年度末までに実施することと
し、その後の進捗報告は少なくとも個別事業の事業期間が終了するまで実施する。  

 ＜レポーティング項目＞  

・ CO2 排出削減量等環境改善効果（研究開発については期待される削減効果） 
・ 主要プロジェクトの概要、充当額、採択件数、導入事例、研究開発や設備投資の進捗状況 
等  

※なお、必要に応じて、その他の指標もクライテリア・事業について追加で開示する。  
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【本フレームワークに対する JCR の評価】 

JCR では前回評価時点において、本フレームワークに記載された資金の充当状況及び環境改善効
果に係るレポーティングについて適切と評価している。今回のレビューにおいては、本フレームワ
ークの変更点はない。したがって、JCR は引き続き、適切であると評価している。  
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6. 組織の環境問題への取り組み 

本項では、資金調達者のトップが、環境に関する問題について、経営の優先度の高い重要課題と
位置づけているか、環境に関する分野を専門的に扱う部署の設置または外部機関との連携によって、
方針・プロセス、適格プロジェクトの選定基準などが明確に位置づけられているか等を評価する。 

 

▶▶▶ 評価対象の現状と JCR の評価 

JCRでは、日本政府が脱炭素社会の実現を日本の重要課題の一つと位置付け、GX及び電源の脱炭素化に

ついて法令を定め、国の重要な優先課題として取り組んでいることを確認した。また、実務においては、

内閣総理大臣をトップとするGX実行会議のイニシアティブの下、関係府省からなる連絡会議を設立し、

政府全体として取り組んでいること、またGX実行会議及び分野別投資戦略の具体検討を担う作業部会に

は、学術・金融・各産業分野の専門家を招聘し、多面的な検討を重ねる体制を構築している点について、

高く評価している。 

 

本評価対象の現状の詳細については、本評価レポートの第２章 2.1, 2.2 を参照されたい。 



 

 
49/53 

Copyright © Japan Credit Rating Agency, Ltd. All Rights Reserved.  
 

7. クライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインで求められる項目への適合性 

2025 年 11 月に ICMA が公表したクライメート・トランジション・ボンド・ガイドライン（CTBG）
は、パリ協定の目標達成のため多排出セクターおよび/または多排出活動を行うプロジェクトからの
資金調達を支援するために、独立したクライメート・トランジション・ボンドラベルを導入するため
に策定されたものである。 

トランジションボンドが資金使途特定債券の評価において、下記 4 項目を設けている。本項目では
CTBG が求める項目と本フレームワークとの適合性の確認を行う。 

1. 資金使途について 

5 つのセーフガード及び化石燃料に関する追加的なセーフガードに対する適合状況 

2. 資金使途の選定基準とプロセス 

トランジションプロジェクトとしての適格性、セーフガード、分類、除外クライテリアに関す
る開示状況 

3. 資金管理 

調達された資金が、確実にグリーン/トランジションプロジェクトに充当されること、また、そ
の充当状況が容易に追跡管理できるような仕組みとその開示状況 

4. レポーティング 

投資家等への開示体制が、詳細かつ実効性のある形で計画されているか否か 

 

1. 資金使途について 

本フレームワークにおける資金使途の詳細については、本評価レポート「2.調達資金の使途」を
参照のこと。なお、JCR では、本フレームワークにおける資金使途について、CTBG が求めるセー
フガードを満たしていると評価している。セーフガードの内容及びその適格性についての記述につ
いては、「2-2. クライメート・トランジション・ボンド・ガイドラインで求められるセーフガード項
目への適合性」を参照のこと。 

2. 資金使途の選定基準とプロセス 

本フレームワークにおける資金使途の選定基準とプロセスについては、本評価レポート「3.資金
使途の選定基準とプロセス」を参照のこと。 

日本政府では、本フレームワーク内において、プロジェクトの適格性、セーフガード、分類及び
除外クライテリアに関する情報を明記している。本フレームワークの資金使途は日本政府が掲げて
いる経済産業省の「分野別ロードマップ」及び「分野別投資戦略」と整合的であるほか、本フレー
ムワーク全体の目標である、世界の平均気温上昇を産業革命前と比べて 2℃より十分低く保ち、1.5℃
に抑える努力を追求することで、そのために今世紀後半に温室効果ガスの排出量を実質ゼロ（カー
ボンニュートラル）にするためのパリ協定を踏まえた日本の NDC（国が決定する貢献）及びその経
路と整合していると JCR では評価している。また、個別の適格基準（環境改善効果）については、
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事業ごとに有識者の意見等も踏まえて検討され、年次または適切なタイミングで基準の見直しを図
っている。 

 また、本フレームワークは、適切なタイミングで改訂が行われる予定であるほか、環境や社会に
対する負の影響の特定及び低減プロセスを開示している。 

従ってなお、JCR では、本フレームワークにおける資金使途の選定基準とプロセスについて、CTBG
が求める内容を満たしていると評価している。 

 

3. 資金管理 

本フレームワークにおける資金管理については、本評価レポート「4.資金管理」を参照のこと。 

本フレームワークの下での調達資金はエネルギー対策特別会計のエネルギー需給勘定にて他の
勘定とは分けて管理を行うこと、また、同勘定内でも GX 関連の予算として充当事業は別区分をさ
れていることから、資金は適切に区分して管理される体制が構築されていると JCR は評価している。 

資金充当計画については、原則として当該事業年度以降に運転開始または資金充当がされた事業
を対象とし、当該事業年度中にすべて資金充当がなされる見込みであり、未充当資金が発生した場
合には現金にて管理を行うこととなっている。以上のことから、適切である。 

調達資金の資金管理については、通常予算のプロセスと同様に独立した機関である会計検査院に
よる検査が実施される。また、関係府省連絡会議において、資金使途の決定や充当状況等について
確認を行う。調達資金の管理に関する帳簿については、対象債券の償還及び法令に基づいた保存期
間まで保存される。 

JCR では、日本政府の資金管理体制が適切に構築されており、調達資金の管理方法については本
評価レポートにおいて開示されることから、透明性が高いと評価している。 

 

4. レポーティング 

本フレームワークにおけるレポーティングについては、本評価レポート「5.レポーティング」を
参照のこと。 

<資金の充当状況に係るレポーティング>  

日本政府は、クライメート・トランジション・ボンドにより調達した資金の充当状況について、
本フレームワークに定める内容を年次でウェブサイト上で開示する予定である。また、調達資金の
全額が充当された後に大きな状況の変化が生じた場合は、適時に開示することを予定している。 

<環境改善効果に係るレポーティング>  

日本政府は、適格事業の環境改善効果に関するレポーティングとして、本フレームワークに定め
る内容を年次でウェブサイト上で開示する予定である。これらの開示項目は、研究開発については
その進捗と想定される CO2 削減効果等、補助金プログラムについても当該プログラム実施による
CO2 削減効果等の環境改善効果を、分野別投資戦略のブラッシュアップの中で定量化を進める予定
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となっており、可能な範囲で定量的な開示が予定されている。また、インパクトレポーティングに
ついては、少なくとも個別事業の終了時点まで、進捗状況及び環境改善効果が更新され、償還期間
まで当該情報はウェブサイト等で開示の予定である。 

 

以上から、JCR では、日本政府によるレポーティング体制は CTBG の求める内容を満たしていると
評価している。  
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   レビュー結 果（ 結 論）  Green 1（ T） (F)  

   本フレームワークの内容は、変更点を含めて、資金使途であるグリーン/トランジションプロジェ
クトにおいて高い環境改善効果が期待できるものであることを JCR は確認した。また、本フレーム
ワークは、「グリーンボンド原則」、及び「グリーンボンドガイドライン」、「クライメート・トラン
ジション・ファイナンス・ハンドブック」、「クライメート・トランジション・ファイナンスに関す
る基本指針」及び「クライメート・トランジション・ボンド・ガイドライン」において求められる
項目について基準を満たしていると考えられる。 

 
管理・運営・透明性評価 

m1(F) m2(F) m3(F) m4(F) m5(F) 

グ
リ
□
ン/

ト
ラ
ン
ジ
シ
□
ン
性
評
価 

gt1(F) Green 1(T)(F) Green 2(T)(F) Green 3(T)(F) Green 4(T)(F) Green 5(T)(F) 

gt2(F) Green 2(T)(F) Green 2(T)(F) Green 3(T)(F) Green 4(T)(F) Green 5(T)(F) 

gt3(F) Green 3(T)(F) Green 3(T)(F) Green 4(T)(F) Green 5(T)(F) 評価対象外 

gt4(F) Green 4(T)(F) Green 4(T)(F) Green 5(T)(F) 評価対象外 評価対象外 

gt5(F) Green 5(T)(F) Green 5(T)(F) 評価対象外 評価対象外 評価対象外 

 

 

（担当）梶原 康佑・稲村 友彦・任田 卓人 
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   本評価に関する重要な説明 
 

1. JCR クライメート・トランジション・ファイナンス・フレームワーク評価の前提・意義・限界 

日本格付研究所（JCR）が付与し提供する JCR クライメート・トランジション・ファイナンス・フレームワーク評

価は、クライメート・トランジション・ファイナンス・フレームワークで定められた方針を評価対象として、JCR の

定義するグリーン/トランジションプロジェクトに充当される程度ならびに資金使途等にかかる管理、運営及び透明

性確保の取組の程度に関する、JCR の現時点での総合的な意見の表明です。したがって、当該方針に基づき実施され

る個別債券または借入等の資金使途の具体的な環境改善効果及び管理・運営体制・透明性評価等を行うものではなく、

当該フレームワークに基づく個別債券または個別借入につきクライメート・トランジション・ファイナンス評価を付

与する場合は、別途評価を行う必要があります。また、JCR クライメート・トランジション・ファイナンス・フレー

ムワーク評価は、当該フレームワークに基づき実施された個別債券または借入等が環境に及ぼす改善効果を証明す

るものではなく、環境改善効果について責任を負うものではありません。グリーン/トランジションファイナンス・

フレームワークにより調達される資金の環境改善効果について、JCR は発行体及び/または借入人（以下、発行体と

借入人を総称して「資金調達者」という）、または資金調達者の依頼する第三者によって定量的・定性的に測定され

る事項を確認しますが、原則としてこれを直接測定することはありません。 

2. 本評価を実施するうえで使用した手法 

本評価を実施するうえで使用した手法は、JCR のホームページ（https://www.jcr.co.jp/）の「サステナブルファイナ

ンス・ESG」に、「JCR グリーンファイナンス評価手法」として掲載しています。 

3. 信用格付業にかかる行為との関係 

JCR クライメート・トランジション・ファイナンス・フレームワーク評価を付与し提供する行為は、JCR が関連業

務として行うものであり、信用格付業にかかる行為とは異なります。 

4. 信用格付との関係 

本件評価は信用格付とは異なり、また、あらかじめ定められた信用格付を提供し、または閲覧に供することを約束

するものではありません。 

5. JCR クライメート・トランジション・ファイナンス・フレームワーク評価上の第三者性 

本評価対象者と JCR との間に、利益相反を生じる可能性のある資本関係、人的関係等はありません。 
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